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FTSE中国50先物取引制度要綱

2 0 1 5 年 1 0 月 2 8 日

株 式 会 社 大 阪 取 引 所

項  目 内     容 備  考

Ⅰ．趣旨 ・ 投資家ニーズの国際化、多様化及び高度化を踏まえ、香港証券取引所に上場する

中国株の指数である FTSE China 50 Index（以下「FTSE 中国 50 インデックス」

といいます。）を対象とした先物取引（以下「FTSE中国50先物取引」といいます。）

を導入することとします。

・ FTSE中国50インデックスは、FTSE 

International Limitedが算出する

指数であり、香港証券取引所に上場

する代表的な中国株 50 銘柄から構

成される指数です。

Ⅱ．取引の仕組みについて

１. 取引対象 ・ 取引対象は、FTSE中国50インデックスとします。

２．立会方法

(１) 立会の区分及び取引時間 ・ 立会は、日中立会及びナイト・セッションに分かち、各立会の取引時間は次のと

おりとします。

① 日中立会

 オープニング・オークション：午前８時45分

 レギュラー・セッション：午前８時45分から午後３時10分

 クロージング・オークション：午後３時15分

② ナイト・セッション

 オープニング・オークション：午後４時30分

・ 他の株価指数先物取引と同様（以

下、特に本要綱に記載していない事

項は、次期 J-GATE 稼働後の他の株

価指数先物取引と同様とします。）。

・ 次期 J-GATE 稼働時から導入予定で

あるノンキャンセル・ピリオドの適

用対象外とします。
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項  目 内     容 備  考

 レギュラー・セッション：午後４時30分から翌日の午前５時25分

 クロージング・オークション：翌日の午前５時30分

(２) 立会方法 ・ 売買システムによる個別競争取引とします。 ・ 売買システムは、次期 J-GATE を利

用します。

３．限月取引及びその数 ・ FTSE 中国 50先物取引は、連続する直近２限月取引及びそれ以外の限月取引のう

ち３月、６月、９月、12月の直近２限月取引の４限月取引制とし、各限月の末日

（FTSE中国50指数が算出されない予定の日に当たるときは、順次繰り上げます。）

の前日（休業日又はFTSE中国50インデックスが算出されない予定の日に当たる

ときは、順次繰り上げます。）を取引最終日とします。

・ 直近の限月取引の取引最終日の翌営業日の日中立会から新たな限月取引を開始

します。

・ 取引期間は、３月、６月、９月、12

月の限月取引については、８か月、

それ以外の限月取引については、２

か月。

４．取引単位及び呼値等

(１) 取引単位 ・ FTSE中国50インデックスの数値に100円を乗じて得た額を１単位とします。

(２) 呼値 ・ 呼値は、成行及び指値とし、当社が定める有効期間条件・執行数量条件を付して

行うものとします。

・ 有効期間条件・執行数量条件につい

ては、他の株価指数先物取引と同様

とします。
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項  目 内     容 備  考

(３) 呼値の単位 ・ 呼値の単位は、５ポイントとします。 ・ １ティックの金額は500円。

(４) 呼値の制限値幅 ・ 呼値の制限値幅を超える値段に呼値を行うことはできないものとします。

・ 呼値の制限値幅は、基準値段（原則、前取引日の清算数値）を中心に制限値幅算

定基準値に10％を乗じて得た数値（５ポイント単位で端数切捨て。以下当該数値

を「制限値幅」といいます。）の範囲内とします。

・ サーキット・ブレーカー発動により行う呼値の制限値幅の上限又は下限の拡大に

おける、第一次拡大制限値幅及び第二次拡大制限値幅は、制限値幅算定基準値に

それぞれ15％、20％を乗じて得た数値（それぞれ５ポイント単位で端数切捨て。）

とします。

５．取引の停止及び一時中断

(１) 取引の停止 ・ 当社は、次に掲げる場合には、取引を停止することができるものとします。

ａ 当社が取引の状況に異常があると認める場合

ｂ 当社取引管理上、取引を継続して行わせることが適当でないと認めた場合

ｃ 売買システムの稼働に支障が生じた場合等において、当社が売買システム

による取引を継続して行わせることが困難であると認める場合

・ 他の株価指数先物取引と同様。

(２) 取引の一時中断

（サーキット・ブレーカー）

・ 中心限月取引において制限値幅の上限（下限）値段に買（売）呼値が提示され（約

定を含む。）、その後、１分間に当該値段から制限値幅の10％の範囲外の値段で取

引が成立しない場合には、原則として、全限月取引の取引を10分間以上中断（サ

ーキット・ブレーカー）します。

・ 他の株価指数先物取引と同様。
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項  目 内     容 備  考

・ サーキット・ブレーカーを発動する場合には、全限月取引に係る呼値の制限値幅

の上限（下限）を拡大します。

(３) 即時約定可能値幅

（Dynamic Circuit Breaker）

・ 各限月取引に係る立会において、即時約定可能値幅（以下「DCB」といいます。）

を以下のとおり適用します。

ａ DCBの基準となる値段から当社が定める値幅（以下「DCB値幅」といいます。）

を超えて取引が成立することとなる呼値を受け付けた場合には、当該 DCB 値

幅の範囲内におけるすべて注文の取引を成立させた後、一定時間、取引を一

時中断します。

ｂ 前ａによる取引の一時中断から一定時間経過後の対当値段が、基準となる

値段から DCB 値幅の範囲外である場合には、取引を再開せず、対当値段に最

も近接する当該 DCB 値幅の値段に DCB の基準となる値段を更新し、再び一定

時間、取引を一時中断します。

・ 他の株価指数先物取引と同様。

・ DCBの基準となる値段は、直近の最

良売呼値と最良買呼値の仲値（直近

の約定数値を含む。）を採用します。

・ DCB 値幅は、DCB の基準となる値段

の１％とし、取引の一時中断時間

は、原則として、30秒間とします。

６．取引規制の方法 ・ 当社は、取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場

合には、取引又はその受託に関し、当社が規則に定める規制措置のうち、必要な

措置を行うことができることとします。

・ 他の株価指数先物取引と同様。

７．ストラテジー取引 ・ 取引参加者は、当社が定めるところにより、FTSE 中国 50先物取引についてスト

ラテジー取引を行うことができるものとします。

・ ストラテジー取引に係る呼値の単位は、１ポイントとします。

・ カレンダースプレッド取引のみ可

能とします。

・ その他取引の仕組みについては、他

の株価指数先物取引と同様としま
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項  目 内     容 備  考

す。

８．Ｊ－ＮＥＴ取引 ・ 取引参加者は、当社が定めるところにより、FTSE 中国 50先物取引についてＪ－

ＮＥＴ取引を行うことができるものとします。

・ Ｊ－ＮＥＴ取引に係る呼値の単位は、0.0001ポイントとします。

・ その他取引の仕組みについては、他

の株価指数先物取引と同様としま

す。

９．ギブアップ ・ 当社はFTSE中国50先物取引についてギブアップを可能とします。 ・ 他の株価指数先物取引と同様。

10. 取引参加者 ・ 先物取引等取引資格を有する取引参加者は、当社市場においてFTSE中国50先物

取引を直接取引することができることとします。

・ 他の株価指数先物取引と同様。

Ⅲ．清算・決済の仕組みについて

１．清算機関 ・ FTSE 中国 50先物取引の清算は、株式会社日本証券クリアリング機構（以下「ク

リアリング機構」といいます。）が行います。

・ 他の株価指数先物取引と同様。

２．清算・決済

(１) 転売・買戻しの申告 ・ 各限月取引について、転売又は買戻しに係る取引が成立した場合には、限月取引

ごとに転売又は買戻しの別及び数量を顧客の委託に基づくものと自己の計算に

よるものを区別して、清算参加者はクリアリング機構の定める時限までにクリア

リング機構に申告し、非清算参加者は指定清算参加者が指定する時限までに指定

清算参加者に申告するものとします。ただし、非清算参加者は、クリアリング機

構が定めるところにより、直接クリアリング機構に申告することができるものと

・ 他の株価指数先物取引と同様。
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項  目 内     容 備  考

します。

(２) 清算数値 ・ クリアリング機構が定める数値とします。 ・ 他の株価指数先物取引と同様。

(３) 値洗い ・ 次に掲げる差額の授受を、清算参加者はクリアリング機構との間で行い、非清算

参加者は指定清算参加者との間で行います。

ａ 当該取引日の新規取引分については、各約定数値と当日の清算数値の差額

ｂ 前ａを除く未決済約定分については、前日の清算数値と当日の清算数値と

の差額

・ 他の株価指数先物取引と同様。

(４) 証拠金 ・ 顧客の委託に基づくものと自己の計算によるものを区別して、クリアリング機構

が定める取引証拠金所要額以上の額の取引証拠金を、清算参加者はクリアリング

機構に差入れ又は預託し、非清算参加者は指定清算参加者に差入れ又は預託する

ものとします。

・ 他の株価指数先物取引と同様。

(５) 最終決済 ・ 各限月取引について、取引最終日までの間に転売又は買戻しが行われなかった建

玉については、最終清算数値を定める日の翌営業日に最終清算数値による決済を

行います。

(６) 最終清算数値 ・ 最終清算数値は、取引最終日のFTSE中国50インデックスの終値（小数点以下第

３位四捨五入）とします。
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項  目 内     容 備  考

Ⅳ．その他

１．取引手数料 ・ 今後決定します。

２．マーケットメイカー制度 ・ 流動性を補完するため、マーケットメイカー制度の対象とします。 ・ 具体的な制度内容については、今後

公表します。

３．情報開示

(１) 相場情報 ・ FTSE 中国 50先物取引に係る四本値、取引高及び建玉残高等の相場情報を、他の

株価指数先物取引と区分して公表します。

・ 他の株価指数先物取引と同様。

(２) 取引参加者別取引内容 ・ 取引参加者別取引高及び取引参加者別建玉残高の開示は、当分の間行いません。

(３) 投資部門別取引内容 ・ 他の株価指数先物取引と区分して、投資部門別に売・買別の取引高及び取引契約

金額を開示するものとします。

・ 具体的な開示の頻度・方法は、他の

株価指数先物取引と同様。

Ⅴ．取引開始日 ・ 次期J-GATEの稼働日（2016年央予定）とします。

以  上
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（注） FTSE 中国 50 先物取引は、FTSE International Limited (“FTSE”) 及びロンドン証券取引所グループ（London Stock Exchange Group companies ）(“LSEG”)

（以下、総称して「ライセンサー」といいます。）が支援、推奨、販売及び宣伝を行うものではなく、ライセンサーは、FTSE 中国 50 インデックスの利用から生じ

る結果、その指数値及びFTSE中国50先物取引に関連した目的への指数の適合性について、明示的か黙示的かを問わず、保証及び表明を行うものではありません。

ライセンサーは、株式会社大阪取引所及びその顧客に対して、FTSE中国50インデックスに関連して財務又は投資の助言並びに推奨を行っておらず、今後も行いま

せん。FTSE中国50インデックスは、FTSE又はその代理機関により算出されるものです。ライセンサーは、（過失その他の理由にかかわらず）FTSE中国50インデ

ックスの誤謬に責任を負わず、当該誤謬を指摘する義務を負いません。FTSE中国50インデックスに関するすべての権利は、FTSEに帰属します。“FTSE®”はLSEG

の商標であり、ライセンスに基づきFTSEが使用するものです。


